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表紙の写真 《五泉市》市の花  ぼたん
　平成18年6月3日に制定された市の花「ぼたん」
は、直径20センチぐらいの大型の重弁花を一個つけ
る花です。東公園内の「ぼたん百種展示園」には、5月
上旬になると、120品種5,000株のぼたんが大輪の
花を咲かせ、市民はもちろん、来園者を楽しませてい
ます。また、ぼたんの生産量と出荷量は、ともに国
内で１、２位を争うほどで、五泉市が誇る特産品の
一つとなっています。
（写真と文：五泉市）
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　この公共基準点は、国土交通省土地・水資源局国土調査課が都市部に設置
したもので、世界測地系の座標値を持っている基準点です。
　この基準点を利用することで、土地等の位置が世界測地系の座標値に結び
つけられます。

「都市部」とは
　DID（市区町村の境域内で人口高密度4,000人/㎢以上の地区が互いに隣接して、
その人口が 5,000 人以上となる人口集中地区）の地域をいう。

「世界測地系」とは
　地球上のある地域を特定する際の「基準」のことで、最新の技術によって明らかと
なった地球の正確な形状と大きさに基づき、世界的な整合を持たせて構築された位
置の基準のこと。
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街区三角点
Φ75mm

街区多角点
Φ50mm

補助点
Φ40～50mm
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［街区三角点］　国家基準点や公共基準点を基本に 500m間隔で設置された永久標識です。
［街区多角点］　街区三角点を基準に 200m間隔で設置された永久標識です。
［補　助　点］　街区の測量を補助するために設置された仮設標識です。

私達は、測量で使用している基準点の維持管理を支援します。

あなたの街の道路にある公共基準点を大切にしてください
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